
 

 

茨木市学童保育室利用料口座振替制度実施要綱 

 

 

  （趣旨） 

第１ この要綱は、茨木市学童保育室利用料（以下「利用料」という。）の口座振替

制度の実施について必要な事項を定めるものとする。 

 （対象利用料） 

第２ 口座振替の対象となる利用料は、現年度分の利用料で納入期限が経過していな

い月分のものとする。 

 （取扱金融機関）  

第３ 取扱金融機関は、茨木市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融

機関のうち、利用料の口座振替に関する契約を締結している金融機関（以下「金融

機関」という。）とする。 

 （指定預金口座）  

第４ 口座振替をすることができる預金は、普通預金又は当座預金のうち利用料を納

付しなければならない保護者（以下「保護者」という。）が指定した１口座とする。 

 （対象者） 

第５ 口座振替の方法で納付できる者は、金融機関に口座を有する者で、当該金融機

関の承認を得たものとする。 

  （申込手続等） 

第６ 口座振替を希望する保護者は、茨木市学童保育室利用料預金口座振替依頼書

（兼解約（廃止）届）・自動払込利用申込書（様式第１号Ａ・Ｂ・Ｃ。以下それぞ

れ「依頼書（Ａ）・（Ｂ）・（Ｃ）」という。）を金融機関又は茨木市こども育成

部学童保育課（以下「学童保育課」という。）のいずれかへ提出しなければならな

い。 

２ 金融機関は、依頼書の提出を受けたときは、記載事項及び当該保護者の指定預金

口座を確認後、承認するものについては受付をして、依頼書（Ａ）は金融機関で保

管し、依頼書（Ｂ）には承認印を押印の上、依頼書（Ｂ）を学童保育課へ送付し、

依頼書（Ｃ）を保護者に交付する。 

３ 学童保育課は、金融機関から依頼書（Ｂ）の送付を受けたときは、記載事項を確

認し、受付印を押印の上、依頼書（Ｂ）を保管する。 

４ 学童保育課は、依頼書の提出を受けたときは、記載事項を確認後、受付をして依

頼書（Ａ）・（Ｂ）を金融機関へ送付し、依頼書（Ｃ）を保護者に交付する。 

５ 金融機関は、学童保育課から依頼書（Ａ）・（Ｂ）の送付を受けたときは、当該

保護者の指定預金口座を確認後、承認するものについては受付をして、依頼書



 

 

（Ａ）は金融機関で保管し、依頼書（Ｂ）には承認印を押印の上、依頼書（Ｂ）を

学童保育課へ送付する。 

６ 第３項の規定は、学童保育課が依頼書の提出を受け、金融機関から依頼書（Ｂ）

が送付されたときについて準用する。 

（口座振替の情報の送付等） 

第７ 学童保育課は、口座振替に必要な情報の送受信を市が委託する事業者（以下

「伝送処理委託業者」という。）を介して金融機関との協議によって定める日まで

に電気通信回線を通して伝送する方式（以下「データ伝送方式」という。）により

行うものとする。 

２ 学童保育課は、口座振替請求データを作成し、伝送処理委託業者へ茨木市学童保

育室利用料口座振替データ送付連絡票（様式第２号）とともに、６営業日前までに

送信するものとする。 

３ 伝送処理委託業者は、前項の規定により市が送信した口座振替請求データを受信

したときは、金融機関別の口座振替請求データを作成し、金融機関へ口座振替デー

タ送付連絡票とともに、４営業日前までに送信するものとする。 

４ 伝送処理委託業者及び金融機関は、口座振替請求データの内容を変更してはなら

ない。ただし、市から茨木市学童保育室利用料口座振替請求停止通知書（様式第５

号。第13において「停止通知書」という。）の送付があった場合は、この限りでな

い。 

５ システム障害等によりデータ伝送方式が行えない場合は、学童保育課、伝送処理

委託業者又は金融機関で協議の上、電磁式記憶媒体など代替の方式にて行うものと

する。 

  （振替日） 

第８ 振替日は、当該納付月の30日（２月は28日。以下この項において同じ。）とす

る。ただし、30日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。 

  （振替納付手続） 

第９ 金融機関は、振替日に保護者が指定した預金口座から口座振替請求データに基

づき金額を引き出し、茨木市に納付する。 

２ 金融機関は、振替処理の手続完了後、茨木市学童保育室利用料口座振替済報告書

（様式第３号）をとりまとめ店、茨木市指定金融機関を経由して、茨木市会計管理

者に送付するものとする。 

３ 金融機関は、振替処理の手続完了後、茨木市学童保育室利用料口座振替済報告書

兼手数料請求書（様式第７号。第15において「報告書兼請求書」という。）を学童

保育課に提出するものとする。 

  （口座振替結果データの送付等） 



 

 

第10 金融機関は、振替納付の手続完了後、口座振替結果データを作成し、振替日の

２営業日以内に伝送処理委託業者へ送信する。 

２ 伝送処理委託業者は、金融機関から受信した口座振替結果データを統合し、必要

事項を記載した振替結果一覧表及び不能結果一覧表とともに、市へ振替日後３営業

日以内に送信するものとする。 

３ システム障害等によりデータ伝送方式が行えない場合は、第７第５項の規定を準

用する。 

  （振替不能の取扱い） 

第11 金融機関は、振替日に指定預金口座の預金不足等により口座振替が不能とな

ったときは、振替日の３営業日後までに、振替不能の理由の情報を学童保育課へ

通知するものとする。 

  （振替不能分の督促状等の送付） 

第12 学童保育課は、口座振替ができなかった振替不能分について、保護者に対し、

茨木市学童保育室利用料督促状兼領収証書（様式第４号）により督促する。 

２ 同一振替日に同一名義人の振替件数が２件以上ある場合には、振替可能な請求分

から振り替えるものとし、その振替について優先順位を付けない。 

  （口座振替の一時停止） 

第13 学童保育課は、口座振替請求データを送信した後、振替日の３営業日前までに

保護者から口座振替による利用料の納付が一時的に困難である旨の申出があったと

きは、停止通知書を当該金融機関に送付する。 

２ 前項の場合において、学童保育課は、茨木市学童保育室利用料口座振替請求停止

通知書（控）（様式第６号）を作成し、これを保管する。 

  （変更及び解約手続） 

第14 口座振替を依頼した保護者は、変更又は解約をするときは、依頼書（Ａ）・

（Ｂ）・（Ｃ）を金融機関又は学童保育課のいずれかへ提出しなければならない。 

２ 第６第２項から第６項までの規定は、口座振替の変更又は解約について準用する。 

  （取扱手数料の請求） 

第15 口座振替による利用料の収納事務の取扱手数料は、金融機関と協議の上、茨木

市において負担するものとし、金融機関から送付される報告書兼請求書に基づき支

払うものとする。 

  （機密保護の義務） 

第16 学童保育課は、口座振替収納に係る情報を金融機関に引き渡す場合は、特に個

人情報の保護に留意し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の規

定に基づき、当該口座振替収納事務を執行するために必要であり、かつ、最小限の

ものに限定するものとする。 



 

 

２ 学童保育課は、金融機関及び伝送処理委託業者に対し、前項で知り得た個人情報

の秘密保持、個人情報の目的外使用及び第三者への漏洩の禁止、事故発生時におけ

る報告義務を厳守させるものとする。 

 （株式会社ゆうちょ銀行が取り扱う口座振替） 

第17 株式会社ゆうちょ銀行が取り扱う口座振替については、この要綱の規定中「金

融機関」とあるのは「株式会社ゆうちょ銀行」と、「口座振替」とあるのは「自動

払込」と、「預金」とあるのは「貯金」と、「普通預金」及び「当座預金」とある

のは「通常貯金」とする。 

  （その他） 

第18 この要綱に定めるもののほか、口座振替の実施について必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

 

   附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、平成22年４月１日から実施する。 

 （経過措置） 

２ 茨木市留守家庭児童会会費口座振替制度実施要綱を廃止する要綱（平成22年４月

１日実施）による廃止前の茨木市留守家庭児童会会費口座振替制度実施要綱（平成

22年４月１日実施。以下この項及び次項において「廃止要綱」という。）附則第２

項の規定によってした口座振替の申込手続その他廃止要綱を実施するために必要な

準備行為として行った行為は、この要綱の相当規定によってしたものとみなす。 

３ この要綱の実施の際、廃止要綱によって定められていた様式による用紙がある場

合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成28年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱の実施の際、この要綱による改正前の茨木市学童保育利用料口座振替制

度実施要綱によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要

の調整をして、これを使用することを妨げない。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成29年４月１日から実施する。 

（経過措置） 



 

 

２ この要綱の実施の際、この要綱による改正前の茨木市学童保育利用料口座振替制

度実施要綱によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要

の調整をして、これを使用することを妨げない。 

附 則 

（実施期日） 

 この要綱は、平成30年４月１日から実施する。 

  附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、令和３年12月１日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の実施の際、この要綱による改正前の茨木市学童保育利用料口座振替

制度実施要綱によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間

所要の調整をして、これを使用することを妨げない。 

３ この要綱の実施の際、この要綱による改正前の茨木市学童保育室利用料口座振

替制度実施要綱による令和３年度茨木市学童保育室利用料11月分の口座振替につ

いては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年11月25日から実施する。 

   附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から実施する。  

 （経過措置） 

２ この要綱の実施の際、この要綱による改正前の茨木市学童保育室利用料口座振

替制度実施要綱によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の

間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。  













様式第２号（第７関係）

様

茨木市こども育成部学童保育課

委託事業者保管

茨木市学童保育室利用料
口 座 振 替

データを下記のとおり送付します。
自動払込み

口 座 振 替
茨木市学童保育室利用料 データ送付連絡票

自動払込み

　　　　年　　月　　日

振替（払込）請求内訳

件

円

振 替 日 　　　　年　　月　　日

納　付　の　種　類 茨木市学童保育室利用料



様式第２号（第７関係）

様

茨木市こども育成部学童保育課

委託事業者保管

茨木市学童保育室利用料
口 座 振 替

データを下記のとおり送付します。
自動払込み

口 座 振 替
茨木市学童保育室利用料 データ送付連絡票

自動払込み

　　　　年　　月　　日

振替（払込）請求内訳

件

円

振 替 日 　　　　年　　月　　日

納　付　の　種　類 茨木市学童保育室利用料



 

 

様式第３号（第９関係）  

 

                                  口 座 振 替         

     茨木市学童保育室利用料          済報告書  

                          自 動 払 込 み 

 

                                                            年  月  日 

 

（報告先）茨木市会計管理者   

                                        

                                         取りまとめ店 (局) 

                                         所 在 地          

                                         ( 金 融 機 関 )          

                                         店 ( 局 ) 名          

  店 

 (局) 

  名 

  

 印 

                                         支 店 ( 局 ) 長 名                               

                       口 座 振 替       

茨木市学童保育室利用料               の納付日における納付状況を下記のとおり報告し

ます。                 自動払込み  

 振替日     年    月    日 

 

納 付 の 種 類             

正・副  （   枚）  

茨 木 市 学 童 保 育 室 利 用 料  

 振替（払込）依頼  (Ａ) 

              件  

              円  

 振替（払込）不能   (Ｂ) 

                           件  

                           円  

振 替 （ 払 込 ） 済            

   

           (Ａ) － (Ｂ) 

                           件  

                           円  

振 替 （ 払 込 ） 手 数 料                                        円  

（市→取りまとめ店→指定金融機関→市会計室）              市会計室保管 

（市→ゆうちょ銀行→市会計室）（ゆうちょ銀行の場合）  



 
様式第４号（第12関係）  

     茨木市学童保育室利用料督促状兼領収証書○公  口座番号  00990-6-960822 

                        様 加入者名  茨木市会計管理者  

  年度  月分の茨木市学童保育室利用料口座振替は、次の理由（        

         ）により振替できませんでしたので、下記の納期限までに茨木市指定

金融機関等へ納付してください。  

           年  月  日   領収日付印  

 

 

 

 

 

受入金融機関印 

 

 

 

 

 

通知書番号    
年度  月分   

           茨 木 市 長 

 

印  

 項 目 金 額 
基本利用料 円  
延長利用料 円  

           （納付者保管）  合   計 円 
     納期限     年  月  日                                         

                                         

○督 茨木市学童保育室利用料納付書○公 茨 木 市 

 272116 

                         様 口座番号  00990-6-960822 

 加入者名  茨木市会計管理者  

 

 
通知書番号                                    

年度  月分       領収日付印  

 項 目 金 額   上記のとおり納付します。  

 

           (提出先）茨木市長   
基本利用料           円 
延長利用料           円 
合   計           円 

 納期限     年  月  日  受入金融機関印 
                                        金融機関      

取りまとめ店保管 
                                         

 口座番号  00990-6-960822 加入者名  茨木市会計管理者   

 

     ID    ＣＤ 業務 年度 月分 通知書番号   Ｃ／Ｄ  利用料 

                                                 
 

  
通 知 書 番 号                          ☆お願い  

                           この納入済通知書は直接電子計算  

                               機で処理しますので、汚したり、  

                                                 破ったり、折り曲げたりしないで、  

Ｃ／Ｄ  年度   月 利用料                          ください。  

      年度        円                     取りまとめ店 
〒 539-8794 
大阪貯金事務センター 

（ 茨 木 市 保 管 ）  

      ○督  茨木市学童保育室利用料納入済通知書○公 茨 木 市   

  272116 

                       様納 

    児童名：  

 

    上記のとおり通知します。  

                                    指定金融     取りまとめ  

     (提出先）茨木市長          機関印      金融機関印  

照会先 茨木市  学童保育課（ 072）620-1801 

領収日付印  

 

 

 

 

 

受入金融機関印 



 

 

様式第５号（第７関係） 

                                                                                                    年  月  日 

                         茨木市学童保育室利用料口座振替請求停止通知書  

 

 

                               御中  

                                                                                    茨木市こども育成部学童保育課  

 

             下記の保護者について、口座振替の停止を依頼します。  

金 融 機 関 コ ード 
 

 

     振 替 日        年     月   日 

支    店 指  定  預  金  口  座 
利用料(円) 年 度 学 童 保 育 室 名 理由 

コ ー ド 名 称 種別 口 座 番  号 預  金  者  名 

           

           

           

           

           

           

           

           

 預金種別コード  １：普通 ２：当座    理由コード  １：市の都合 ２：本人の都合  



 

 

様式第６号（第13関係） 

                                                                                                    年  月  日 

 

                        茨木市学童保育室利用料口座振替請求停止通知書（控）  

 

 

                               御中  

                                                                                    茨木市こども育成部学童保育課  

 

             下記の保護者について、口座振替の停止を依頼します。  

金 融 機 関 コ ード 
 

 

     振 替 日       年     月   日 

支    店 指  定  預  金  口  座 
利用料(円) 年 度 学 童 保 育 室 名 理由 

コ ー ド 名 称 種別 口 座 番  号 預  金  者  名 

           

           

           

           

           

           

           

           

 預金種別コード  １：普通 ２：当座    理由コード  １：市の都合 ２：本人の都合                       （学童保育課控） 



 

 

様式第７号（第９関係）  

  

                         口 座 振 替             

茨木市学童保育室利用料          済報告書兼手数料請求書  

  自動払込み  

                                  

                                                            年  月  日 

 

（提出先）茨木市長   

                   

                                         取りまとめ店 (局) 

                                         所 在 地          

                                         ( 金 融 機 関 )          

                                         店 ( 局 ) 名          

  店 

 (局) 

  名 

  

 印 

                                         支 店 ( 局 ) 長 名                               

                       口 座 振 替       

  茨木市学童保育室利用料        の納付日における納付状況を下記のとおり報告し

ます。         自動払込み  

   振替日     年    月    日 

 

納 付 の 種 類             

正・副  （   枚）  

茨 木 市 学 童 保 育 室 利 用 料  

 振替（払込）依頼  (Ａ) 

                           件  

                           円  

 振替（払込）不能   (Ｂ) 

                           件  

                           円  

振 替 （ 払 込 ） 済            

   

           (Ａ) － (Ｂ) 

                           件  

                           円  

振 替 （ 払 込 ） 手 数 料                                        円  

（市→取りまとめ店（ゆうちょ銀行）→学童保育課）           学童保育課保管  

                      


